（参考）令和８年度公立小・中・義務教育学校教職員定数の配分方針の新旧対照表２―１２

	新
	旧

	令和８年度公立小・中・義務教育学校教職員定数の配分方針
　
　　１　校長・教員
　　（１）別表に掲げる数を配置
　　　　　ただし、分校については、別表に掲げる数から２を減じた数を配置
なお、学級数については、小学校全学年及び中学校第１学年は３５人編制、中学校その他の学年は４０人編制により算出した数とする。
（２）　（略）　

２　養護教員
（１）～（２）　（略）
（３）児童生徒の心身の健康への適切な対応を行う学校等に、
実情に応じ配置
３～６　（略）


　　別表　
１　（略）　

　　２　中学校
　　※学級数については、第１学年は３５人編制、その他の学年は
４０人編制により算出した数とする。

	令和７年度公立小・中・義務教育学校教職員定数の配分方針
　
　　１　校長・教員
　　（１）別表に掲げる数を配置
　　　　　ただし、分校については、別表に掲げる数から２を減じた数を配置
なお、学級数については、小学校は３５人編制、中学校は４０人編制により算出した数とする。
（２）　（略）　
２～６　（略）

２　養護教員
（１）～（２）　（略）
（３）児童生徒の心身の健康への適切な対応を行う学校に、
実情に応じ配置
３～６　（略）


　　別表　
１　（略）　

　　２　中学校
　　※学級数については、４０人編成により算出した数とする。





